
 

○国立大学法人筑波大学の会計事務分掌及び専決に関する取扱いを定める法人細則 

 

平成２９年３月３１日 

法 人 細 則 第 ８ 号  

改正 平成２９年法人細則第１５号 

平成３０年法人細則第 ５号 

平成３０年法人細則第１３号 

平成３１年法人細則第 ８号 

令和 ２年法人細則第１０号 

令和 ３年法人細則第 ４号 

令和 ６年法人細則第 ６号 

 

   国立大学法人筑波大学の会計事務分掌及び専決に関する取扱いを定める法人細則 

 

 （趣旨） 

第１条 この法人細則は、国立大学法人筑波大学財務規則（平成１６年法人規則第９号。以下「財

務規則」という。）第４６条第２項から第４項までの規定に基づき、必要な事項を定めるものと

する。 

 

 （分任会計責任者） 

第２条 財務規則第４６条第２項に定める会計事務の一部を分掌させる役員又は職員は、別表第

１のとおりとする。 

 

 （専決者） 

第３条 財務規則第４６条第３項に定める会計事務の一部を専決処理させる役員又は職員は、別

表第２のとおりとする。 

 

 （会計責任者代理が事務を代理する場合） 

第４条 財務規則第４６条第４項に定める会計事務を代理させる役員又は職員は、別表第３のと

おりとする。 

 

   附 則 

 この法人細則は、平成２９年４月１日から施行する。 

 

   附 則（平２９．８．３１法人細則１５号） 

 この法人細則は、平成２９年９月１日から施行する。 

 

   附 則（平３０．３．２２法人細則５号） 

 この法人細則は、平成３０年４月１日から施行する。 

 

   附 則（平３０．５．３１法人細則１３号） 

 この法人細則は、平成３０年６月１日から施行する。 

 



 

   附 則（平３１．３．２８法人細則８号） 

 この法人細則は、平成３１年４月１日から施行する。 

 

   附 則（令２．３．２６法人細則１０号） 

 この法人細則は、令和２年４月１日から施行し、令和２年度の予算に係る会計事務から適用す

る。 

 

附 則（令３．３．１８法人細則４号） 

この法人細則は、令和３年４月１日から施行し、令和３年度の予算に係る会計事務から適用す

る。 

 

附 則（令６．３．２８法人細則６号） 
この法人細則は、令和６年４月１日から施行する。 
 



別表第１（第２条関係） 

分任会計責任者名 指定する職位等 会計事務の範囲 

分任契約担当役 

研究担当副学長 

国立大学法人筑波大学外部資金研究取扱規則

（平成１６年法人規則第４１号）第２条に定める

受託研究、共同研究、学術指導、特別共同研究事

業及び臨床研究に係る契約（以下「受託研究等契

約」という。）（附属病院に関するものを除く。）

のうち国、地方公共団体、独立行政法人、国立大

学法人又は大学共同利用機関法人（以下「国等」

という。）からの公的資金に係る契約に関する事

務 

産学連携担当副学長 

受託研究等契約のうち国等からの公的資金に

係る契約以外の契約（附属病院に関するものを除

く。）並びに国立大学法人筑波大学知的財産規則

（平成１６年法人規則第１２号）第２条に定める

知的財産権及び知的財産に係る契約（以下「知的

財産権等契約」という。）に関する事務 

附属病院長 

附属病院における受託研究等契約その他の収

入又は支出の原因となる行為に関する事務（１，

０００万円以上の工事の請負に係る契約並びに

不動産の売買、交換及び賃貸借に係る契約並びに

図書館資料に係る契約を除く。） 

外国に置かれる教育組織

等の管理運営を統括する

ため学長が別に定める者 

マレーシア校における契約その他の収入又は

支出の原因となる行為に関する事務（受託研究等

契約並びに５００万円以上の契約並びに不動産

の売買、交換及び賃貸借に係る契約並びに図書館

資料に係る契約を除く。） 

分任出納命令役 

病院総務部長 

 附属病院における収入の調査決定及び債務者

に対する納入の請求並びに分任出納役に対する

現金、預金、貯金及び有価証券の収納命令に関す

る事務 

外国に置かれる教育組織

等の管理運営を統括する

ため学長が別に定める者 

マレーシア校における収入又は支出の調査決

定及び債務者に対する納入の請求並びに分任出

納役に対する現金、預金、貯金及び有価証券の収

納命令に関する事務 

分任出納役 

病院総務部経営戦略課長 

 分任出納命令役の命令に基づく現金、預金、貯

金及び有価証券の収納、現金の保管並びに帳簿そ

の他の証拠書類の保存に関する事務 

海外教育拠点支援室長 

分任出納命令役の命令に基づく現金、預金、貯

金及び有価証券の出納及び保管並びに帳簿その

他の証拠書類の保存に関する事務 

 



別表第２（第３条関係）

１．収入に係る契約

専決者 専決者

研究推進部 産学連携部

財務部長 契約課長 契約課主幹 施設部長
施設企画課
長

施設マネジ
メント課長

施設マネジ
メント課主
幹

外部資金課
長

産学連携企
画課長

総務課長 管理課長
管理課主
幹・専門員

○ ○◎

○ ○ ○

◎

(6) その他収入に係る契約

1,000万円以上 ◎ ○

◎ ○

500万円未満 ◎ ○ ○ ○

◎1,000万円未満 ◎

500万円未満

◎

○

(5) 知的財産権等契約

500万円以上

◎ ○ ◎

◎

○

(4) 国等以外

500万円以上

◎ ○ ◎

(3)

受託研究等
契約

国等

500万円未満

◎

500万円未満

◎ ◎500万円以上

○ ○ ○500万円未満 ◎

○1,000万円未満 ◎ ○

○

(2)
不動産の貸付及び売却
並びに電気事業者に対す
る電気の売却に係る契約

1,000万円以上 ◎

(1)
物品の貸付及び売却に
係る契約

○

◎ ○ ○

500万円未満 ◎ ○ ○ ○

◎ ○

○ ○◎

1,000万円未満

1,000万円以上 ◎ ◎

収入に係る契約事務の範囲
（契約内容、予定価格）

契約担当役

財務部 施設部 病院総務部

分任契約担当役
（研究担当副学長）

分任契約担当役
（産学連携担当副学長）

分任契約担当役
（附属病院長）

専決者 専決者



２．支出に係る契約（交換に係る契約を含む。）

学術情報部

財務部長 契約課長 契約課主幹 施設部長 施設企画課長
施設マネジメ
ント課長

施設マネジメ
ント課主幹

情報企画課長 病院総務部長 管理課長
管理課主幹・
専門員

整備推進課長

この表において「政府調達基準額」とは、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（昭和５５年政令第３００号）第３条第１項に規定する財務大臣の定める区分に応じ財務大臣の定める額をいう。

※予定価格が160万円未満であり、かつ当該契約事務が定型的又は軽易であるとして、契約担当役が認めた範囲の事務に限る。

○

病院総務部

◎

○※

○ ◎ ○○

(4) 図書館資料に係る契約

政府調達
基準額以上

◎

500万円未満 ◎ ○ ○

1,000万円未満 ◎ ○ ○

政府調達
基準額未満

◎ ○

○

○

○ ○

2億円未満 ◎

(3)
施設の整備及び維持管
理に係る工事その他の
請負に係る契約

2億円以上 ◎

500万円未満

(2)

1,000万円未満 ◎

500万円未満 ◎

◎

不動産の購入、借入及び
交換並びに不動産管理
に係る役務の提供その
他の請負並びに光熱水
及び電気通信役務に係
る契約

政府調達
基準額以上

◎

○

○ ○ ○

○1,000万円未満 ◎

政府調達
基準額未満

◎ ○

500万円未満 ◎ ○ ○ ○ ○ ○◎ ○

政府調達
基準額未満

◎ ○

○ ○

○

(1)

物品の購入、借入及び交
換に係る契約並びに製
造その他の請負に係る
契約（次号から第４号ま
でに掲げる契約を除
く。）

財務規 則第
19条に定め
る予算管理者
及び同規則第
32条第3項
に定める予算
執行者

○※

◎

◎

1,000万円未満 ◎ ○ ○

◎

支出に係る契約事務の範囲
（契約内容、予定価格） 財務部 施設部

契約担当役

専決者

政府調達
基準額以上

◎

分任契約担当役
（附属病院長）

専決者

財務規 則第
19条に定め
る予算管理者
及び同規則第
32条第3項
に定める予算
執行者



 

別表第３（第４条関係）  

会計責任者代理名 指 定 す る 職 位 会 計 事 務 の 範 囲 

契約担当役代理 財務部長 
代理する会計責任者又は分任会計責

任者の会計事務 

分任契約担当役代理 

研究推進部長 

産学連携部長 

病院総務部長 

出納命令役代理 財務担当副学長 

分任出納命令役代理 附属病院長 

出納役代理 財務部財務管理課主幹 

分任出納役代理 
病院総務部経営戦略課主幹（経営戦略

等） 

 


